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前 書 き 
 

ＩＴを活用した個人情報の取扱いの拡大等は、多様化する行政需要に対応した行政サービスの

向上や行政運営の効率化に大きく寄与しているが、その一方で、個人情報の処理の特性（大量・

高速処理等）から個人の権利利益の侵害のおそれが指摘されている。平成15年5月、行政機関の保

有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」と

いう。）及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号。以下

「独法等個人情報保護法」という。）は、このようなＩＴ社会に対する権利利益の侵害等のおそれ

に対応するために制定され、17年4月から施行された。 

行政機関個人情報保護法及び独法等個人情報保護法では、行政機関の長及び独立行政法人等は、

保有個人情報の漏えい等の防止等のために必要な措置を講ずることとされ、これを受け、総務省

行政管理局では、保有個人情報の適切な管理のために講ずべき措置として最小限のものを示した

「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について」（平成16年9月14

日付け総管情第84号総務省行政管理局長通知）及び「独立行政法人等の保有する個人情報の適切

な管理のための措置に関する指針について」（平成16年9月14日付け総管情第85号総務省行政管理

局長通知）を各機関に通知し、行政機関及び独立行政法人等は、これらを踏まえ、個人情報の適

切な管理に関する定め等を整備し、個人情報の適切な管理に必要な措置の徹底を図ってきたとこ

ろである。 

しかしながら、法施行後10年以上経過しているものの、平成26年度には、行政機関で696件、独

立行政法人等で1,377件の漏えい等事案が発生し、平成27年5月には、日本年金機構において約125

万件の個人情報流出事案が発生している。 

この調査は、以上のような状況を踏まえ、個人情報の管理に関する国民の不安の解消を図ると

ともに、個人情報の適切な管理のための取組を促進させる観点から、国の行政機関及び独立行政

法人等における個人情報の管理の状況について、その実態を調査し、関係行政の改善に資するた

めに実施したものである。 
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